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　民法学者。宇和島城下（現、宇和島市）出身。幼名邑
むら

次
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。大
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（後に東京開成学校と改称。現、東京大学）で法律学を専
攻し、海外留学生としてイギリスとドイツで合わせて５年間法
律を学んだ後、東京大学法学部（後、帝国大学や東京帝国大学
と改称）の講師、教授として学生を指導し、東京大学法学部の
基礎を確立してわが国最初の法学博士となった。また、貴族院
議員に勅選され、法典調査会主査として民法・戸籍法などを編
纂し、「明治民法生みの親」といわれた。
　陳重は、大正10（1921）年８月に誕生した宇和島市の発足にも
尽力したが、その功績を称え当時の市長から銅像建立の申し出
があった。しかし陳重は「仰ぎ見られるより、市民の渡る橋に
なりたい」と答えて断ったというエピソードがある。憲法学者・
穂積八

や

束
つか

は実弟、民法学者・穂積重
しげ

遠
とお

は長男である。

略 歴
安政２（1855）年７月11日 　宇和島城下の中ノ町に生まれる。
明治４（1871）年　　　　 　藩の貢進生として大学南校に入学し法律を専攻
明治９（1876）年　　　　 　文部省の海外留学生として英独両国に留学
明治14（1881）年　　　　 　留学から帰国し、東京大学法学部講師に就任
明治15（1882）年　　　　 　教授兼法学部長に就任
明治21（1888）年　　　　 　我が国最初の法学博士の学位が授与される。
明治23（1890）年９月　　 　貴族院議員に勅選される（明治25年２月まで）。
明治24（1891）年　　　　 　大津事件において犯人死刑論を非難。同郷の大審院長・児

こ

島
じま

惟
これ

謙
かた

を激励
明治26（1893）年　　　　 　法典調査会主査となり、民法・戸籍法などを編纂
　　　　　　　　　　　 　帝国大学法科大学長に就任
明治45（1912）年　　　　 　教職を辞す。
大正５（1916）年　　　　 　枢密顧問官就任
大正６（1917）年　　　　 　帝国学士院院長に就任
大正８（1919）年　　　　 　臨時法制審議会総裁を拝命
大正14（1925）年３月　　 　枢密院副議長就任
　　　　　　　10月　　 　枢密院議長就任
大正15（1926）年４月７日 　72歳で永眠
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